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お客様各位 

Management Information 

 
会計実務概論「病医院会計のすべて」 
 

第２部 病院会計制度概論 

 第８章 損益計算書の様式 
 
8-2 損益計算書の区分 
 
8-2-4 経常損益計算区分（承前） 

財務活動から生じる収益および費用は、病院の経営

に限って生じる収益および費用に特有な項目ではなく、

一般企業でも生じる項目である。たとえば、病院運営

のために支給される補助金や負担金である運営費補助

金収益、あるいは病院内で提供される食事のうち、患

者ではなく従業員等に支給される食事に関して生じる

収益および費用は、患者外給食収益あるいは患者外給

食用材料費として処理される。 

医業損益項目によって計算された医業利益に、医業

外収益と医業外費用を加減して計算される利益を経常

利益といい、毎期、病院の経常的かつ循環的に生じる

活動から得た利益を表している。 

【病院会計準則】 

第 4章 損益計算書原則 

第 37 経常利益 

経常利益は、医業利益に医業外収益を加え、これから

医業外費用を控除して表示する。 

8-2-5 純損益計算区分 

毎期、経常的に生じる活動以外であっても、企業の

純資産の増減に影響を与えるものがいくつかある。そ

のような項目を、臨時損益項目といい、収益ならば臨

時収益、費用・損失ならば臨時費用に分類されること

になる。病院会計準則では、次のように定めている。 

【病院会計準則】 

第 4章 損益計算書原則 

第 38 純損益計算は、固定資産売却益等の臨時収益

と、固定資産売却損、固定資産除却損、資産に係る控

除対象外消費税等負担額、災害損失等の臨時費用とに

区分して表示する。 

臨時損益項目の代表的なものとしては、不用となっ

た固定資産の売却・除却に関する損益があげられる。

建物、土地、車両等の一般的な固定資産の売却・除却

はもちろんのこと、医業サービスを提供するためには、

特殊な医療器具なども多く所有する必要がある。 

＜続く＞ 

（井出健二郎著「病医院会計のすべて」日本医療企画より） 

 「健康・医療・介護情報利活用検討会」と「医療等

情報利活用ワーキンググループ」「健診等情報利活用

ワーキンググループ」との合同会合が開催され、2025

年度に向けて、自身の保健医療情報を閲覧できる仕組

み（PHR）の整備、医療・介護分野での情報利活用の

推進（EHR も含めて）、ゲノム医療の推進、基盤整備

を計画的かつ総合的に進めていきます。さらに「医療

情報ネットワークの基盤に関するワーキンググルー

プ」を設置し、全国各地で稼働している医療情報ネッ

トワーク基盤の実態を調査分析し、「全国的な医療情

報ネットワークの基盤整備」につなげていく方針も了

承しました。 

◆自身の医療情報を閲覧できる仕組みの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：データヘルス改革に関する工程表について（厚生労働省）） 

 患者自身が自分の医療情報を閲覧できるようにす

るだけではなく、全国の医療機関等で、患者同意の下

に患者の診療情報等を閲覧可能とする仕組み、電子カ

ルテ情報等の標準化、介護事業所間での介護情報の共

有、医療・介護情報の共有を可能とするための情報標

準化、科学的介護の推進、公衆衛生と地域医療の有機

的連携体制の構築などの項目も含まれます。 

 全国どこでも自身のカルテが閲覧できるようにな

るため、医療機関側、患者側の双方にメリットはあり

ますが、診療情報というセンシティブな情報内容でも

あるので、漏えいやハッキングなどが無いように、慎

重に進めてもらいたいです。 
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